平成２１年度　
防災行政無線施設(固定系)整備工事
発　注　仕　様　書
平成　　年　　月
天川村
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添付資料    使用機器一覧表
第1章 総則
概要
　本仕様書は、天川村（以下「甲」という）が設置する、「平成２１年度防災行政無線（固定系）親局設備更新工事」の機器類の製作、設置、調整、試験、免許手続き等一切について示すものであり、請負者（以下「乙」という）は、これに基づき行うものとする。
尚、接続する既設流用機器の製造会社は「日立国際電気」である。
目的
　災害時における情報伝達の迅速、正確、円滑性を図り、災害応急対策等を的確に処理し、総合的防災体制を確立させ、住民の生命財産の安全を確保すること、および平常時には一般行政事務の効率化を図ることを目的とし、本施設を設置するものとする。
規格・法令
　本仕様書に定めるほか、次に掲げる関係法規等を遵守すること。
（1） 電波法ならびに関係規則
（2） 有線電気通信法および同法関係規則
（3） 電気設備に関する技術基準
（4） 日本工業規格（ＪＩＳ）
（5） 日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ）
（6） その他関係法令、条例、規則等
特許等
　本施設設置にかかる特許または、実用新案については、すべて｢乙｣において責任を負うものとする。
契約範囲
　本設備にかかる契約の範囲は、設備の設計、製作、運搬、据付け調整、試験等の全般、ならびにこの検査に必要な官公庁等への諸手続きおよび検収に至るまでの一切とし、迅速かつ確実に行うものとする。
納期
　平成２２ 年 ３月 ３１日
提出書類
　「乙」は契約後直ちに本仕様書基づき、詳細な打合せを行い次の書類を「甲」の指定する期日までに提出すること。
（1） 納入仕様書


･･････　３部
（2） 工程表


･･････　３部
（3） 取扱説明書


･･････　１部
（4） 着工届


･･････　３部
（5） 現場代理人・主任技術者届
･･････　１部
（6） 試験・検査成績書

･･････　３部
（7） 施工写真


･･････　１部
（8） 工事写真


･･････　３部
（9） 完成図書


･･････　２部
（10） その他必要書類

･･････　必要部数
検査
　検査の内容、方法等については「甲」と打合せておこなうものとし、検査に要する測定機器および人員等については「乙」において準備するものとする。
保証
　本設備の保証期間は、設備の引渡しの日より１年とし、期間内に生じた事故において「乙」の不備等によるものについては、無償で修復するものとする。
変更
　本仕様書等について、原則として変更は認めないものとする。但し、監督官庁の指導等によりやむを得ない場合のみ、理由、根拠を提示し承認を得て行うこと。
技術指導等
　「乙」は、本設備の運用保守に必要な説明書を作成し、「甲」に対し十分な技術・運用指導をおこなうものとする。
第2章 共通指定事項
1． 設計の原則
　設計にあたっては、装置がこの仕様に照合して最適の構造および性能を有するとともに、次に掲げる事項を十分満足するものとなるよう配慮して行うこと。
（1） 運用に際して最適の機能を有するものであること。
（2） 堅牢にして長時間の使用に十分耐え得るものであり、かつ、維持管理が経済的に行えるものであること。
（3） 清掃、点検、調整および修繕が容易に行える構造であり、かつ、これらに際して危険のない構造のものであること。
2． 環境条件
　屋外に設置する設備は、周囲温度－10℃～＋50℃において性能規格を満足するものであり、かつ、周囲温度－20℃～＋50℃、相対湿度45％～90％において支障なく動作するものであること。
　また、屋外に設置する設備は、瞬間最大風速60ｍ/secに耐えるものであること。
　屋内に設置する設備は、周囲温度 0℃～＋40℃（但し、ＰＣ関連機器については＋5℃～＋35℃）において性能規格を満足するものであり、かつ、周囲温度－10℃～＋40℃，相対湿度45％～85％において支障なく動作するものであること。
3． 電気的必要条件
（4） 電気回路には、過電流に対する保護装置または、保護回路を設けること。
（5） 電源電圧は、ＡＣ１００Ｖ±１０％の範囲内で変化しても安定して作動すること。
4． 銘板表示
（1） 各装置には、品名、型式、製造番号、製造年月、製造会社を銘板にて標示すること。
（2） 特に取扱上注意を要する箇所についてはそのむね特記すること。
第3章 施設の概要
1． 導入する施設の計画概要
（1） 本施設は、親局（役場に設置）および遠隔制御器（宿直室に設置）から、村内に分散配置した既設屋外子局ならびに既設戸別受信機を介して、屋内外にいる住民に情報を伝達するための同報無線系設備（デジタル選択呼出方式）で構成される。

（2） 今回は、老朽化した親局設備及び非常電源装置の改修並びに自動発動発電機を設置し防災無線への供給と相談室への商用電源を供給するものである。
2． 設備概要
2－1 親局設備
　　　本装置は、天川村既設基地局と接続し既設中継局を介し既設アナログ方式子局及び

既設戸別受信機への放送を可能とし将来のデジタル無線化にも対応出来る機器とする。
（1） 親局設備の設置場所および構成
　親局機器は、天川村役場に設置し、操作部、音声調整部、ミュージックチャイム、サイレン制御部、選択呼出部(デジタル選択呼出方式)、自動起動部、ＣＤ／ＭＤ卓、自動プログラム送出装置、自動通信記録装置、自動時刻補正部、被遠隔制御部、遠隔制御器（Ｃ型）、子局監視制御部、遠方監視制御部、地図表示盤Ｉ／Ｆ等で構成される。
（2） 操作部
　カラー(２５６色以上)液晶式タッチパネルであり、選択呼出，上り／下りチャイム，子局監視等の操作および、運用状況表示を行うものとする。
（3） 音声調整部
　通報番組の送出に用いるマイクロホン、チャイム、ＣＤ／ＭＤ等の音声入力信号レベルの調整，監視およびモニタを行うものをいう。
（4） ミュージックチャイム

　電子式のチャイムであり、曲目は、別途指定するものとする。
（5） サイレン制御部

　親局の操作釦により、１０種類以上のパターンによるサイレン吹鳴ができるものとする。
（6） 選択呼出部（デジタル選択呼出方式）

　親局から、既設アナログ方式子局を選択して呼出すことができるものとし、選択呼出の種類は、一括，緊急一括，時差，グループおよび個別の５種類とする。
　デジタル無線に更新した際には個別呼出は２０００個別、グループ呼出は２００グループに対応可能とする。
（7） 自動起動部

　親局よりの自動送出はミュージックチャイムまたは、あらかじめ自動プログラム送出装置に録音してある内容を時刻設定にしたがって送信するもので、時刻設定は自動プログラム送出装置により行う。
（8） ＣＤ／ＭＤ卓
　通報番組の編集に用いるＣＤ／ＭＤを実装する卓をいう。
（9） 自動プログラム送出装置

　親局よりあらかじめプログラムされた通報内容を自動的に送信するもので、選択呼出の種類は、一括・時差・グループ・個別の４種類とする。
（10） 自動通信記録装置

　親局の運用状況を自動記録し、日報・月報処理等を行い、業務日誌の作成が可能なものとする。
（11） 自動時刻補正部

　自動通報時刻の制度向上のため、操作卓の内蔵時計をラジオ受信により自動修正するものとする。
（12） 被遠隔制御部
　親局の設置場所以外の場所に設置する遠隔制御器の各種制御を中継するものとする。
　また、遠隔制御器の接続可能台数は最大８台とする。
（13） 遠隔制御器（Ｃ型）
　宿直室から自営線を介して操作卓を遠隔操作するものとする。
（14） 子局監視制御部

　親局から既設屋外子局の動作状態を監視(８項目)および制御(４項目)可能なものとする。
（15） 遠方監視制御部

　親局にて既設中継局の状態監視ができるものとし、監視２４項目、制御１６項目が可能なものとする。
（16） 地図表示盤Ｉ／Ｆ

　既設地図表示盤を流用して新設する操作卓に接続するため、親局の呼出に応じ、屋外子局の位置を既設地図表示盤のそれぞれの位置に点灯表示できること。
（１７）　屋外型自動発動発電機
　　　　商用電源断時に自動で発電機を起動させ、非常電源装置及び相談室への商用電源を
　　　　供給させるもの。
（１８）　非常電源装置　整流器部（固定系、テレメータ向け）
　　　　既設非常電源装置内の整流器部を交換し延命措置を行うもの。
（１９）　直流電源共用装置（虻中継）

　　　　虻中継設置の移動系向け直流電源装置が故障等により電源供給が行えなくなった

際に電圧低下を検知して固定系向け直流電源装置から電源供給を行うもの。
第4章 機能および仕様
1． 一般事項
（1） 本システムは、デジタル選択呼出方式の同報系設備である。
（2） 当該設備は、近畿総合通信局より指定された周波数の電波により同報無線システムとして運用できるものであること。
（3） 親局は、送信時以外は、同一周波数を使用した他の親局の電波を受信し得る状態となっていること。
（4） 親局の操作は、操作卓前面のカラー（２５６色以上）液晶画面での対話式タッチ操作によるものとする。
（5） 親局操作卓の操作により、アナウンス用４音階チャイム（上り／下り）の送出が可能であること。
（6） 自動プログラム送出装置により、あらかじめ設定した時刻に各種通報ができ、通報時刻の設定は、日、時、分、曜日、期間等の設定が簡単にできること。
（7） 自動通信記録装置により時刻、運用の種別等の記録および集計処理ができること。
（8） 自動プログラム送出装置に障害が発生した場合は、自動通信記録装置が自動的にバックアップするものであること。(停電時を除く)

（9） 操作卓前面のカラー液晶画面は、自動プログラム送出装置と自動通信記録装置の操作表示画面と兼用であること。
（10） 自動通報時刻の制度を向上させるため、操作卓の内蔵時計をラジオ受信により自動補正するものであること。
（11） 手動操作時の選択呼出から終話までをあらかじめ登録することにより短縮呼出操作できること。(最大２０)
（12） ６０ＭＨｚ送受信装置は、既設設備を流用するものとする。
（13） 遠隔制御器により、一括、緊急一括にて親局装置を遠隔操作できるものとする。
2． 親局設備
2－1 操作卓
（1） 操作部
ア　仕様

1 表示方式

15インチ／カラー(２５６色以上)

液晶ディスプレイ
2 操作方式

パネルタッチおよび、押し釦スイッチ
イ　機能

1 現在時刻と次回放送予定時刻の表示ができること。
2 パネルタッチにより手動通報操作ができること。
3 緊急一括は、専用の押し釦スイッチによること。
4 セルフチェック操作ができること。
5 液晶ディスプレイの角度が前後，上下，左右に調節できること。
（2） 音声調整部
ア　仕様
1 マイク入力

ＯＮ・ＯＦＦスイッチ
2 チャイム入力
上り、下りスイッチ
3 ＣＤ／ＭＤ入力
ＯＮ・ＯＦＦスイッチ
4 予備入力

ＯＮ・ＯＦＦスイッチ
5 録音用出力
6 モニタ出力

５００ｍＷ以上
7 電源電圧

ＤＣ１３．８Ｖ
イ　機能
1 マイク・チャイム・ＣＤ／ＭＤ等のミキシングができること。
2 音声モニタができ、レベルメータにより監視ができること。
3 自局および他局モニタができること。
4 電波を発射せずに試験ができること。
5 放送用マイク使用時には、モニタスピーカの出力回路は切断されること。
6 モニタスピーカによりAM/FMラジオの受信ができること。
（3） マイクロホン
　　　ア　仕様
1 型式

単一指向性ダイナミックマイクロホン
2 外観

スタンドマイク型（フレシキブルアーム、コネクタ付）
3 特性

近接使用で歪みの生じないものであること。
（4） ミュージックチャイム
　　　ア　仕様
1 種別

電子式
2 メロディ

別途指定による
3 Ｓ／Ｎ

４０ｄＢ以上
（5） 電子チャイム
　　　ア　仕様
1 チャイムの周波数
ド、ミ、ソ、ドの４音階のものとする。
（6） サイレン制御部
　　　ア　仕様
1 方式

Ｆ３方式
2 サイレンの種別
１０種類
（近火、出場、火災警報発令、火災警報解除、演習召集、地震警戒宣言発令、その他）
3 吹鳴回数

別途指定するものとする。
2－2 選択呼出部
　　　ア　仕様
1 呼出信号方式
デジタル信号方式
2 デジタル変調方式
サブキャリアＭＳＫ方式
3 デジタル伝送方式
１２００ｂｉｔ／ｓ
4 マーク周波数
１２００Ｈｚ
5 スペース周波数
１８００Ｈｚ
6 呼出信号送出数
１回～３回
7 符号長

任意可変方式
8 プリキャリア
１ｓｅｃ以上
　　　イ　機能
1 選択呼出容量
　　　一括呼出

１
　　　緊急一括

１
　　　時差呼出

４
　　　グループ呼出
２００
　　　個別呼出

２０００
2 緊急一括呼出において、戸別受信機のボリウムの位置に関係なく、最大音量がスピーカから出ること。
2－3 ＣＤ／ＭＤ卓
　　　ア　仕様
1 型式

ＣＤ／ＭＤ方式
2 周波数特性

音声および常用音楽が歪なく再生できること。
3 Ｓ／Ｎ

５０ｄＢ以上
2－4 自動プログラム送出装置
　　　ア　仕様
1 録音再生方式
ＰＣＭ
2 記録装置

ハードディスク
3 録音時間

４２０分
4 表示方式

１５インチカラー液晶ディスプレイ
5 電源電圧

AC100V（60Hz／50Hz）
　　　イ　機能
1 一括・時差・グループ・個別の呼出が任意にできること。
2 １４０項目の通報プログラムの設定ができること。
3 ３０項目のメッセージを連結した番組編集ができること。
4 プログラムの頭出しが随時にしかも任意に行えること。
5 画面により録音内容が確認できること。
6 同一内容の通報は、１回の録音ですむこと。
7 画面は、自動通信記録装置と切替え運用できること。
8 障害発生時は、自動通信記録装置によりバックアップ（停電時を除く）され、自動放送に支障なきこと。
2－5 自動通信記録装置
　　　ア　仕様
1 放送記録項目

放送開始時刻、放送終了時刻、放送時間、使用区分
（親局卓／自動放送／遠隔制御器）
2 運用状況種別

一括／グループ／個別
緊急一括／強制音量／通常／監視
3 データ処理項目
①、②の回数および時間の集計
ＭＯによるデータの保存
ディスプレイによるデータのモニタ
無線通信記録
業務日誌(日報,月報)の表示、出力
外部機器からの要求によるデータの通信出力
4 自動プログラム送出装置障害時のバックアップ(停電時を除く)
5 画面は自動プログラム送出装置と切替え運用できること。
2－6 被遠隔制御部
　　　ア　仕様
1 接続容量

８回線
2 線路接続条件
専用回線（２線１回線）
2－7 遠隔制御器（Ｃ型）
　　　ア　仕様接続容量

８回線
1 表示項目

・電源



・通報可



・呼出中



・試験中



・話中



・統制中

2 入力

・マイク



・上り下りチャイム



・電子サイレン（７パターン）
3 選択呼出

・緊急一括



・一括呼出
4 線路接続条件
専用回線（２線１回線）
2－8 子局監視制御部

　　　ア　仕様
4 監視項目

スピーカ吹鳴監視、商用電源監視、扉開放監視、
電池過放電監視、電池過充電監視、子局送信機障害監視、
無応答監視、データ異常監視
5 制御項目

状態監視、音量制御、システム同期、リセット
2－9 遠方監視制御部

　　　ア　仕様
6 監視項目

最大２４項目
7 制御項目

最大１６項目
8 信号方式

デジタル信号方式
２－１０ 屋外型自動発動発電機 

ア　仕様
1 屋外型
2 ５KVA

3 自動起動型
第5章 機器据付工事仕様
1． 適用範囲
　本設備の施工に際し、本仕様書および図示に記載されていない事項については、国土交通大臣官房官庁営繕部電気設備工事共通仕様書（最新版）によるものとする。
　契約期間中の事故等については、甲は一切その責任を負わない。
2． 用語の定義
2－1 監督職員
　甲から監督を命じられたものをいう。
2－2 指示
　監督職員が、乙に施工上必要な事項を示すことをいう。
2－3 承諾
　乙が申し出た事項について、監督職員が合意することをいう。
2－4 協議
　監督職員と乙が対等の立場で合議することをいう。
3． 一般事項
3－1 工事施工の原則
　工事は、単体各機器をこの仕様書および関連諸規定、基準の定める事項を十分な経験を持った専門技術者により施工し、設備として優れた総合的機能を長期間安定して発揮させるものとする。
3－2 施工計画
（1） 施工計画は工事の手順、工程、工法、安全対策その他工事施工の全般的計画であるから、監督職員との打ち合わせ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って施工計画書を作成し、契約後速やかに監督職員に提出するものとする。なお重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出しなければならない。
（2） 乙は、機器配置図、工事施工図および監督職員から特に指示された資料をあらかじめ提出し、承諾を得なければならない。
（3） 乙は、発注者の指定した工法等について代案を申し出ることができる。
（4） 甲から示された以外に、乙が施工上必要とする工事用地等は、監督職員とあらかじめ協議のうえ、請負者の責任において確保しなければならない。
（5） 施工上必要な機械、材料等は貸与または支給されるもの以外は、すべて乙の負担とする。
3－3 施工管理
（1） 施工管理は施工計画に基づき、工期内に完全な竣工ができるよう行わなければならない。
（2） 工事施工に関わる法令、法規等を遵守し、工事の円滑な進歩を計るものとする。
（3） 工事施工に必要な関係官庁等に対する手続きは、速やかに行うものとする。
（4） 仕様書等で指定され、またはあらかじめ指示した箇所については監督職員の検測または確認を得なければならない。
（5） 休日、夜間等、通常の勤務時間外に作業を要する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得て行うものとする。
（6） 工事施工中監督職員と行った主要な協議事項等は、監督職員の記録する打ち合せ簿に押印し、相互に確認するものとする。
（7） 貸与品および支給品についての受け払い状況を記録し、常に残高を明らかにしておくものとする。
3－4 工事の現場管理
（1） 工事施工に当っては、確実な工法、安全、工期内完成等を常に考慮して現場管理を行うものとする。
（2） 指定または指示された箇所を除き造営物に加工してはならない。施工上必要ある場合は、あらかじめ承諾を求めるものとする。
（3） 改修工事、増設工事などで、すでに運用中の設備に関係する工事の場合、監督職員と十分打合せ協議を行ない、その影響を極力少なくすること。
（4） 施工が完了した時は、後片づけ、清掃等を完全に実施しなければならない。
3－5 工事内容の変更
（1） 甲による変更は変更部分の金額について、双方協議により定めるものとする。ただし、監督官庁の指示、条件、規則、規格等によるものについては、乙の負担によりおこなう。
（2） 乙の都合による変更はあらかじめその内容理由を明らかにし、監督職員に申し出るものとし、その理由がやむを得ないものと認められ、かつその内容が同等以上の仕様と認めたときに限り承諾するものとし、原則として請負金額は増額しないものとする。
（3） 仕様書に指定され、または指示された内容が施工困難な場合はその理由、変更内容を申し出、協議するものとする。変更部分の金額については（１）項に準ずる。
3－6 その他の事項
　仕様書等、その他指示された事項等にについて疑義を生じた場合は３－５（３）項に準ずる。
4． 安全
4－1 基本事項
工事施工にあたって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保に万全の対策を講じて、乙の責任をもっておこなうものとする。
4－2 安全体制
（1） 安全確保のため総括安全責任者および作業現場ごとの安全責任者を設け、連絡会議等をおこない、緊急時の措置など安全体制(組織) を確立しなければならない。
（2） 総括安全責任者は安全のための守則、方法など具体的な対策を定めこれを推進するものとする。
（3） 総括安全責任者は、それぞれ責任者等の氏名を明らかにし、これを作業員の見やすい場所に掲示しておくものとする。
4－3 安全教育
　安全責任者は安全に関する諸法令、作業の安全のための知識、方法および安全体制について周知徹底しておくものとする。
4－4 安全管理
（1） 工事用機械は、日常点検、定期点検等を着実におこない、仮設設備は、材料、構造などを十分点検し事故防止に努めるものとする。
（2） 高所作業、電気作業、その他作業に危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずるものとする。
（3） 火気の取り扱いおよび使用場所に留意するとともに、必要な消火器類を配備しておくこと。
（4） 工事場所の状況に応じて交通整理員を配置し車両運転中の事故、作業の種類、場所等による交通阻害、車両の飛び込み防止等に努めること。
（5） 電気、ガス、水道等の施設に近接し工事をおこなう場合は、あらかじめ当該施設管理者と打ち合わせ、必要であればその立会を求めその指導を得ておこなうものとする。
（6） 作業員の保健、衛生に留意するとともに、工事現場内の整理整頓をはかるなど、作業環境の整備に努めること。
4－5 安全管理
（1） 人身事故が生じた場合は、事故者の救助に最善をつくすとともに速やかに監督職員に報告すること。
（2） 設備事故が生じた場合は、事故の拡大防止に努めるとともに、速やかに監督職員および関係者に連絡し、乙により迅速な復旧に努めること。
5． 工事材料
　ＪＩＳ規格等各種規格に適合している材料を使用すること。
6． 工事写真
6－1 撮影箇所
工事後形状が変わるか、または内容が隠蔽される箇所(名称、日時、寸法等が確認できること）および工事完成写真を撮影し、工事の種類ごとに整理し監督職員に提出するものとする。
6－2 完成写真
工事完成後の竣工写真
7． 提出書類
工事日報は次の内容を毎日記録し、週末ごとに監督職員に提出するものとする。
（1） 日時、天候
（2） 作業内容および場所
（3） 作業人員（職種）および時間
（4） 記事（工事施工上記録し、残置しておくべき事項、その他）
（5） 使用機械（主なもの）
8． 調整試験
　工事が終了すれば総合的な調整、試験を行い、施設の機能を確認しなければならない。
　なお、音響試験は、監督職員の承諾を得て行うものとする。
9． その他
　既設建物に関連する工事については、防水処理等既設建物に影響を及ぼさないよう、監督職員と充分協議をすること。
使  用  機  器  一  覧  表
 １．親局設備
	№
	機  器  名
	規　　　　　　格
	数量
	備  考

	１
	 操作卓
（２０００局用）
	操作部（液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ）、音声調整部、ミュージックチャイム他
	1式
	 役場に設置

	2
	 サイレン制御部
	 10パタｰン以上
	1式
	

	3
	 選択呼出部
	 時差放送機能付
	1式
	

	4
	 自動起動部
	
	1式
	

	5
	 ＣＤ／ＭＤ卓
	 
	1式
	

	6
	 自動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ送出装置
	 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ方式
	1式
	

	7
	 自動通信記録装置
	 Ａ４，普通紙
	1式
	

	8
	 自動時刻補正部
	
	1式
	

	9
	 被遠隔制御部
	 ８回線用
	1式
	 

	10
	 遠隔制御器（Ｃ型）
	 一括，緊急一括
	1式
	 宿直室に設置

	11
	 子局監視制御装置
	
	1式
	

	12
	 遠方監視制御装置
	
	1式
	

	13
	 地図表示盤I/F
	 既設地図表示盤と接続
	1式
	

	14
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	　固定系設備向け（MSE-200）
	7式
	

	15
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	　テレメータ向け（MSE-100-6）
	4式
	

	16
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	移動系向け（CS-90）
	12式
	

	17
	非常電源装置　整流器部
	固定系、テレメータ向け
	2式
	

	18
	屋外型発動発電機
	自動起動型　５KVA
	1式
	


２．虻中継局設備

	№
	機  器  名
	規　　　　　　格
	数量
	備  考

	1
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	　固定系設備向け（MSE-200）
	7式
	

	2
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	移動系向け（AM100P）
	12式
	

	3
	非常電源装置　整流器部
	固定系向け
	1式
	

	4
	直流電源共用装置
	
	1式
	


３．塩野中継局設備

	№
	機  器  名
	規　　　　　　格
	数量
	備  考

	1
	非常電源装置　内蔵蓄電池
	　固定系設備向け（MSE-150）
	7式
	

	2
	非常電源装置　整流器部
	固定系向け
	1式
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